
令和7年度コミュニケーションツール（Slack）ライセンス調達業務 

仕様書 
 

１　目的 

　　那須塩原市（以下、「本市」という。）では令和４年度からインターネット接続系で使用

　するコミュニケーションツールとして、「Slack」を導入し、運用している。 

　　引き続き、本市の働き方・情報共有・コミュニケーションの改善をはかり、職員の生産性

　向上を促進するため、ライセンスを調達する。 

 

２　業務名 

　　令和7年度コミュニケーションツール（Slack）ライセンス調達業務 

 

３　履行期間 

　　令和8年3月1日から令和12年2月28日まで（48か月） 

 

４　履行場所（納入場所） 

　　那須塩原市役所ほか 

 

５　業務内容 

　⑴　調達内容 

　　　製品名  　Slack 

　　　プラン名　ビジネスプラス 

　　　数量 　　 1050 ライセンス 
　　　※　単価契約業務におけるライセンス数は、予定数量であり、当該数量の発注を保証するも

　　　　のではない。 

　　　※　本市で現在運用しているワークスペースが継続利用できるようにすること。 

 

　⑵　ライセンス調整業務 

　　①　受注者は、「３　履行期間」に記載する履行期間開始日までにライセンスを提供する

　　　こと。 

　　②　随時発注分については、原則として発注者は翌月適用分を当月20日までに受注者に発

　　　注し、受注者は翌月第１営業日に納入すること。 

 

　⑶　問合せ・運用支援業務 

　　　発注者からの連絡に対しては、その内容に応じ、迅速かつ的確に対応できる体制を確保

　　すること。 

　　　発注者がSlackを安定して運用できるよう適宜サポートすること。 

 

６　受注者の条件 
　　過去５年間において、官公庁に対するSlackのライセンス提供実績があること。 

　　※　様式１「業務実績調書」及び契約書の写しを提出すること。 

　　　　契約書に業務内容の記載がないときは、仕様書の写しも添付すること。 

 

７　契約方法、支払条件 
　⑴　契約方法 

　１ライセンス当たりの単価契約(月額) 

 
　⑵　支払条件 

　　　毎月の業務完了後、契約単価（税抜）にライセンス数を乗じて得た額に消費税及び地方

　　消費税を加えた額を検査合格後、受注者の請求に基づき支払う。 

 



８　その他 

　⑴　市のセキュリティポリシー（別紙「栃木県那須塩原市外部委託における情報セキュリティ遵

　　守事項」）」及びその他関係法令を遵守すること。 

　⑵　本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

９　担当課 

　　企画部デジタル推進課 


